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藤

眞

徹

i

徳
川
時
代
に
お
け
る
淨
土
宗
信
仰
の
革
新
蓮
動
は
、
捨
世
派
と
律
院
の
高
徳
に
よ

つ
て
展
開
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
廣
く
世
に
知
ら
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

捨
世
派
は
隱
遁
專
念
主
義
蓮
動
で
あ
り
、
律
院
創
建
の
根
本
理
念
は
持
戒
念
佛
主
義
運
動

で
あ
る
。
持
戒
念
佛

運
動

の
主
張
に
つ
い

て
、
『靈
潭
大
和
上
行
状
』
に

屋

二在
佛
寥

以
・
戒
爲
レ本
、
而
我
瞿

幢
久
仆
未
レ有
二能
楚

焉
蚤

ご

あ
り
・
『
湛
慧
和
上
行
状
」

に

「蟹

綫

是
沙
叟

本
懃

命
之
肌

艇
」

と
あ
る
こ
と
に
よ
つ
て
明
瞭
で
あ
る
・
捨
世
の
立暴

に
つ
い
て
は
・

田

家
中
の
遁

.

世
に
し
て
眞
の
出
家
な
る
を
捨
誓

は
名
付
た
る
な
聡
ご

稱
念
2

流
は
箋

し
て
い
る
し
・

綴

は

「他
暑

二身
於
千
髣

叡

屮

、
求
藷

旦

而
已
、
讐

二餘
力

、
則
欲
レ聳

鬻

四
墨

沾
殊

吉
水
之
霪

上
・
是
弟
子
秦

墜

と
捨
世
の
具
體
性
を
明
か

に
し
、

『無
能
和
尚
行
業
,記
』
に
は

「上
人
の

一
開
永
不
閉
の
旨
を
守
る
べ
し
、
暫
開
の
定
散
を
お
も
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
夢
に
啓
示
を

受
け
、

「持
戒
の
心
を
や
め
て
、
只
凡
僣
の
身
に
て
念
佛
せ
ら
れ
侍
り
き
」

と
襲

如
く
・
無
我
の
僣
を
凡
婁

稱
し
た
と
こ
ろ
に
・

法
然
の
所
謂

麦

不
知
の
尼
入
道
な
る
本
願
の
機
に
徹
す
る
示
唆
が
知
ら
れ
る
。
要
す
る
に
捨
世
僣
は
持
戒
念
佛

よ
り
も
・

商

專
念

徳

川
時
代

に
お
け
る
浄
土
宗
信
仰
革
新

運
動

一



主
義
に
徹
し
た
と
こ
ろ
に
、
躍
動
す
る
宗
教
的
生
命

の
温
裕
性
が
感
受
せ
ら
れ
る
。

律
戒
と
云

い
捨
世
と
云
う
も
、
そ
の
精
神
は
淨
土
宗
僭
侶
と
し
て
よ
り
も
、
先
ず
佛
歡
僣
徒

の
資
格
、
又
は
淨
土
宗
僣
侶
と
し
て
の

行
動
を
反
省
し
、
當
時

の
淨
土
宗
團
内

の
實
状
に
對
す
る
挺
入
れ
と
し
て
、
意
義
深
い
宗
團
革
新
蓮
動
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
兩

派

の
實
踐
行
動

に
對
し
て
、
教
權
を
牢
守
す
る
傅
燈
派

の
批
判
又
は
反
撥
の
例
證
を
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

.

二

捨
世
の
系
譜
に
列
ら
な
る
高
徳
は
、
自
ら
二
三
の
類
型
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

既

に
卑
見
を
開
陳

し
た
の
で
略

す

る

薦
W
そ
の
要
旨
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
そ
の

一
は
生
涯
の
行
動
か
ら
逆
觀
し
て
、
徳
本
↓
澄
禪
↓
彈
誓

へ
と
遡
源
的
に
、
そ
の
行
實
の

足
跡
を
た
ど
る
こ
と
が
出
來
る
。
そ
の
二
は
大
日
比
三
師
は
法
岸
を
中
心
と
し
て
、
法
岸
↓
關
通
↓
無
能
と
私
淑

の
源
に
遡
る
こ
と
が

出
來
る
。
又
法
岸
が
始
め
て
深
い
徳
化
を
受
け
、
修
道
生
涯
の
方
向
を
決
定
し
た
の
は
雲
説
で
あ
る
。
雲
説
は
學
信
に
も
大
な
る
感
動

を
與
え
た
が
、
學
信
の
學
信
↓
厭
求
↓
以
八
へ
と
遡
る
系
列
を
第
三
と
す
る
。
そ
の
他
穩
冏
は
忽
澂
が
中
興
し
た
獅
谷
の
規
矩
を
移
し

た
貞
照
院

に
、
止
住
す
る
こ
と
二
十
五
年
に
及
ぶ
の
で
、
忍
澂

の
行
履
の
繼
承
者
と
云
う

べ
き
で
あ
る
。

元
來
身
を
野
鶴
孤
雲

に
托
し
、
諸
國
を
遍
歴
遊
行
す
る
目
的
は
、
靈
地
に
留
錫
し
て
念
佛
練
行
し
、
諸
國
の
遺
蹟
に
先
徳
を
偲
び
結

縁
修
道
す
る
こ
と
に
あ
る
。
よ
つ
て
遊
方
の
志
を
止
め
、
先
徳
の
古
跡
の

一
に
止
住
し
て
二
利
精
進
す
る
こ
と
が
、
捨
世
派
寺
院
成
立

の
基

い
を
な
す
の
で
あ

つ
て
、
こ
の
寺
院
を
介
し
て
も
そ
の
系
譜
は
成
立
す
る
。
し
か
し
前
述
の
如
き
は
系
譜
よ
り
強
靱
な
る
依
憑
の

紐
帶
に
よ
つ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
特
質
と
す
る
。

捨
世
專
念
主
義
者
と
律
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
忽
澂
は
靈
潭
の
自
誓
受
具
の
年
郎
ち
簧
永
三
年

(
一
七
〇
六
)
に
暹
れ
る
こ

■



と
五
年
、
寶
永
八
年
四
月
に
遷
化
し
た
。
し
か
も
寶
永
三
年
か
ら
同
七
年
ま
で
は
大
藏
經
封
校
中
で
あ

つ
て
、
直
接
兩
者

の
交
渉
は
認

め
ら
れ
な
い
が
、
持
戒
念
佛
廣
度
衆
生
は
二
十
三
歳
以
來
の
宿
志
で
あ
る
。
故
に
延
寶
四
年

(
一
六
七
六
)
三
十

二
歳
の
時
自
誓
八
齋

戒

を
受
け
、
且

つ
獅
子
谷
法
然
院

の
開
創
は
宗
租
の
遺
風
を
追
い
、
齋
戒
瀋
淨
、
般
舟
三
昧
道
場
と
せ
ん
と
す
る
意
圖
を
内
包
し
て
い

た
。
關
通
は
享
保
元
年

(
一
七

一
六
)
宗
戒
兩
胝
相
承
の
年
、
瓔
珞
庵
敬
首
に
菩
薩
戒
を
重
受
し
、
更
に
同
八
年
照
臨
庵
靈
潭
に
つ
い

て
再
度
菩
薩
戒
を
受
け
た
。
師
は
元
文
元
年

(
一
七
三
六
)
西
方
寺
を
改
め
圓
成
律
寺
と
し
、
靈
潭
の
弟
子
義
灯
を
招
聘
し
て
住
せ
し

め
た
。

「律
語
の
溝
規
は
も
は
ら
和
上
に
則
り
、
淨
業
の
規
約
は

一
に
師
に
依
準
し
て
、
持
戒
念
佛
の
道
場
と
貿
レ

と
あ
る
如
く
、
圓

成

寺
の
性
格
は
捨
世
派

と
律
院

の
機
能
を
融
合
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
又
學
信
は
湛
慧
に
つ
い
て
菩
薩
戒
を
重
受
し
、

蠱

形
壽
の
八
齋
戒
を
持
ち
、
穩
冏
は
諦
忽
に
つ
き
菩
薩

の
大
戒
を
重
受
す
る
等
、
兩
者
の
關
係
は
甚
だ
密
接
な
も
の
が
あ
る
。

信
仰
革
新
蓮
動
者
の
宗
教
的
生
命
は
、
淨
土
宗
義
を
實
踐
的
に
把
握
し
、
出
家

の
隱
遁
又
は
授
戒

の
宗
教
生
活
革
命
を
契
機
と
し
、

世
俗
的
主
觀
的
恣
意
は
泯
亡
し
て
、
佛
祀
の
制
定
し
た
生
活
規
定
は
絶
封
必
要
性
を
も
つ
に
至
つ
た
。
そ
れ
を
念
佛

の
外
に
求
め
た
の

が
律
僣
で
あ
り
、
念
佛
の
内
に
充
足
せ
ら
れ
る
と
達
觀
し
た
の
が
捨
世
僭
で
あ
る
こ
と
が
、
無
能
の
夢
中
に
現
わ
れ
た
高
僣
の

「持
戒

の
心
を
や
め
て
、
只
凡
僭
の
身
に
て
念
佛
せ
よ
」
と
の
言
に
よ
つ
て
理
解
せ
ら
れ
る
。
こ
の
兩
者
の
ス
タ
イ
ル
は
酷
似
し
て
い
て
、
兩

者
共
に
そ
の
主
體
は
人
間
申
心
で
あ
つ
て
、
寧
ろ
寺
院
は
從
と
せ
ら
れ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
齪
ち
隱
遁
主
義
者
が
隱
逅
を
放
棄

す

れ
ぼ
持
戒
念
佛
者
と
な
る
が
、
内
容
的
に
は
前
者
は
柤
林
に
掛
錫
し
て
兩
胝
相
承
後
、
世
間
の
繁
累
と
共
に
、

「名
を
な
し
利
を
な

す
學
」
を
放
擲
す
る
こ
と
を
多
く
常
道
と
す
る
に
對
し
、
律
僭
の
特
異
性
と
す
る
こ
と
は
學
徳
共
に
一
世

に
高

い
こ
と
で
あ
る
。
關
通

が
普
寂
を
教
導
し
た

「隱
遞
念
佛
も
と
よ
り
深
く
尚
む
べ
し
と
い
へ
ど
も
、
尋
常
の
士
女
翁
婆
も
、
ま
た
よ
く
な
す

と
こ
ろ
な
り
、
釋

子

の
勤
業
な
ん
ぞ
こ
こ
に
止
ら
ん
。
子
が
材
力
大
法
を
興
起
し
、
普
く
四
衆
を
利
盆
す
る
に
足
る
。
武
府
瓔
珞
の
敬
首
和
上
は
、
學
徳

徳
川
時
代
に
お
け
る
浄
土
宗
信
仰
革
新
運
動

三



　

並

に
高
し
・
子
な
ぞ
は
や
く
彼
に
い
た
り
て
請
盆
せ
ざ
る
饕

と
の
言
は
・
特
戒
念
佛
者
警

の
學
徳
を
高
く
評
價

し
、
普
寂
を
し
て

そ

の
ベ
ー
ス
に
入
ら
し
め
、
大
法
を
興
起
す
る
こ
と
が
念
願
せ
ら
れ
て
い
る
の
に
注
目
せ
ら
れ
る
。

偉

捨
世
系
列
申

の
彈
誓

一
派

の
爲
體
に
つ
い
て
、
彈
誓
の
傅
に
は
髪
鬚
を
剃
る
に
遑
あ
ら
ざ
れ
ば
居
だ
け
に
生
ま
さ
り
宛
も
仙
人
の
ご

と

し
」、

「上
人
の
體
た
ら
く
、
身
に
白
衣
を
着
て
眉
間
に
白
毫
あ
り
、
亂
髪
下
り
垂
て
甚
だ
異
相
な
り
」
と
あ
る
如

く
有
髪
で
あ
り
、

　
　
　

「
衣
物
は
布
木
綿
紙
子
に
過
ず
、
食
物
は
抹
香
に
松
の
甘
皮
を
合
せ
て
石
臼
に
て
搗
、
是
を
丸
ヒ
な
し
て
食
」
と
し
た
斷
穀
念
佛
者
で

あ

る
。
澄
禪
に
つ
い
て
は

「少
喰
二蘿
蔔
一、
而
續
二氣
息
二

と
か
、
「弊
衣
忽
レ寒
、
樹
菓
保
レ命
、
四
威
儀
中
、
不
レ
離
二觀
唱
二
、
「山

お
　

居
數
十
年
、
終
不
レ設
二浴
室
東
司
二

と
傅
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、

澄
禪
も
彈
誓
と
等
し
き
異
形
を
呈
し
て
い
た
時
代
の
存
し
た
こ
と

は
認
め
ざ
る
を
得
な

い
。
徳
本
傅
も
亦

「精
勤
に
い
と
ま
な
く
し
て
、
絶
て
剃
除
の
事
を
と
ど
め
ら
れ
」
と
記
述

し
、
數
十
日
間
徳
本

と
起
居
を
同
じ
く
し
て
念
佛
相
續
し
た
縁
山
學
侶
は
、
徳
本
に

「彈
誓
、
澄
禪
の
兩
大
徳
は
、
木
食
草
衣
に
て
、
久

し
く
山
居
修
行
し

オ
　

給

ひ
し
よ
し
な
り
。
お
も
ふ
に
、
師
が
今
の
行
業

と
甚
相
似
た
り
」

と
語
り
、

「我
も
と
よ
り
其
志
あ
り
」
と
、
徳
本
を
し
て
斷
穀
苦

修

の
勵
聲
念
佛
に
踏
切
ら
し
め
、
兩
師
の
系
列
に
參
加
す
る
に
至

つ
た
。

お
　

徳
本
は
享
和
三
年

(
一
八
〇
三
)
十
月
、
獅
子
谷
で

「鬚
髪
を
そ
り
、
内
衣
を
用
ら
れ
」
た
。
こ
の
長
髪
長
爪

の
異
相
と
別
離
し
た

の
は
、
化
他
の
因
縁
が
熟
し
た
た
め
で
あ
る
。
同
年
十

一
月
傅
法
と
東
國
歉
化
の
た
め
江
戸
に
入
り
、
小
石
川
傅

通
院
に
留
錫
し
、
智

お
　

嚴

に
つ
い
て
宗
戒
兩
脈
、
布
薩

の
法
式
等
を
相
承
し
た
。
こ
の
徳
本
の
關
東
下
向
に
關
し
て
、
翌
文
化
元
年
三
月
寺
瓧
奉
行
松
平
右
京

亮
輝
か
ら
増
上
寺
に
尋
問
せ
ら
れ
た
の
で
、
關
係
者
で
あ
る
傅
逋
院
の
役
檜
鸞
常
が
出
頭
し
た
。
そ
の
時
の
調
査
命
令
の
内
容
は
、
傅



(
14
)

通
院
役
者
か
ら
提
出
し
た
口
上
書
に
は
、

「
右
徳
本
儀
幼
年
よ
り
念
佛
修
業
仕
候
趣
相
糺
し
、
委
細

に
可
申
上
旨
」
と
あ
り
、
徳
本
自

(15

)

ら
膾
上
寺
に
提
出
し
た
覺
え
に
は
、

「拙
僣
儀
前
來

の
修
業

の
始
末
異
體
の
趣
き
」
が
原
因
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
念
佛
修
行
中
の
異

體
な
る
が
た
め
に
、

「
修
行
の
致
方
心
得
の
處
御
尋
御
座
候
」
と
徳
本
は
念
佛

の
起
行
と
そ
の
安
心
に
つ
い
て
供

述
す
る
こ
と
と
理
解

し
て
い
る
の
で
、
奉
行
の
沙
汰
の
眼
目
を
知

る
こ
と
が
出
來

る
。
齣
ち
異
體
に
よ
る
異
安
心
問
題
を
内
包
す
る
か
否
か
の
糺
明
が
焦
點

と
な
つ
て
い
る
。
徳
本
の
修
業
中
の
異
體
と
は
、
彼
自
ら
の
言
を
借
れ
ぼ

「初
の
程
被
髪
に
罷
在
候
儀
」
と
、

「
五
穀
斷
候
儀
」
及
び

「初

の
程
裸
形
に
袈
裟
斗
着
仕
候
儀
」

の
三
條
で
あ
る
。
こ
の
三
條
に
樹
す
る
總
括
的
釋
明
は
、

「煩
敷
儀
を
省
き
、
專
心
念
佛
勤
度

者
に
御
座
候
」
で
あ
つ
た
。
こ
れ
を
要
す
る
に
寸
陰
を
惜
し
む

「修
行

の
致
方
」
で
あ
る
。
又
山
居
修
行
の
原
因

と

「修
行
の
心
得
」

に
っ
い
て
は
、

「世
間
に
交
り
候
而
者
念
佛
修
行
不
レ
任
レ・10
候
故
、
人
家
を
離
れ
、
山
林
に
計
り
住
居
仕
候
、
所
修
之
法
者
宗
祗
圓
光

大
師
の

一
枚
起
請
文
而
依
而
念
佛
相
勤
候
儀
に
御
座
候
」
と
あ
る
。
こ
の
覺
え
書
は
檜
上
寺
役
者
の

「
通
途
の
行
状
に
は
異
候

へ
共
、

上
根
別
途
之
行
歌
、
又
而
獨
處
己
限
の
擧
動
自
行
策
勵
の
爲
に
、
苦
修
忽
行
仕
候
儀
は
、
其
人
の
意
樂
に
任
せ
候
事
勿
論
の
儀
に
御
座

候
」
と
、

「修
行
の
致
方
」
に
つ
い
て
の
役
者
中
の
總
意
と
、

「宗
法
に
異
候
筋
に
て
者
無
御
座
候
」
と
の
判
定
を
、
覺
書
と
共
に
奉

お
　

行
所
に
提
出
し
た
。
こ
れ
よ
り
後
更
に
再
度
寺
砒
奉
行
の
出
頭
命
令
に
よ
り
、
砧
海
は
留
役
春
野
鐵
三
郎
と
會
見
し
、
先
き
の
答
書
の

み
で
は
、
未
だ

「
右
樣

の
修
行
の
趣
者
宗
法
に
異
り
候
筈
に
て
は
無
之
哉
」
と
疑
義
が
解
滄
せ
ぬ
た
め
の
喚
問
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。

部
ち
宗
門
統
制
機
關
で
あ
る
膾
上
寺
當
局
が
、
答
申
文
書
に

「
修
行
の
始
末
異
体
に
付
き
」
と
、
徳
本

の
異
體
を
肯
定
し
た
言
辭
を
弄

し
た
た
め
で
あ
る
。
砧
海
は

「何
も
異
り
候
筋
に
は
無
之
、
自
行
を
勵
み
候
爲
に
苦
修
忽
行
仕
候
儀
者
不
苦
候

化
他
の
邊
に
て
者
山

林
に
住
居
い
た
し
候
而
者
相
背
き
候
得
共

徳
本
儀
者
自
行
而
已
專
に
策
勵
致
候
儀
に
御
座
候
ぼ
」

と
述

べ
て
、
自
行
の
上
に
お
い
て

は
苦
修
も
容
認
せ
ら
れ
る
の
で
、

「上
根
の
人
の
存
寄
に
て
相
勤
候
な
れ
者
、
不
苦

と
申
す
儀
も
御
書
取
可
レ被
レ成
候
」
と
述
べ
て
い

徳
川
時
代
に
お
け
る
浄
土
宗
信
仰
革
新
運
動

五



六

る
。

「異
體
」
と
は
奉
行
所
の
裁
決
に
よ
る
も
の
で
な
い
か
ら
、
文
字
修
正
を
申
入
れ
、
改
め
て
こ
の
趣
旨
を
檜
上
寺
方
丈
に
も
傅
逹

し
、
五
月
朔
日
付
け
を
以
て
、
徳
本

一
件
に
關
す
る
文
書
の
内
容
を
改
め
、
役
僣
廉
嚴
を
以
て
再
提
出
し
て
落
着

し
た
。
印
ち
徳
本
は

「唯
自
行
策
勵
の
爲
め
に
寢
食
を
省
き
苦
修
惡
行
仕
候
に
て
、
安
心
者
矢
張
宗
門
の
教
を
守
り
、
專
修
念
佛
を
正
修
と
致
し
、
其
助
業

禮
拜
懺
悔
仕
候
儀
に
御
座
候
、

(中
略
)
徳
本
儀
上
根
の
行
者
に
て
自
行
策
勵
し
、
爲

に
計
り
仕
り
全
く
自
行

の
逋
り
を
他
に
勸
誘
も

不
仕
、
勿
論
勸
化
ケ
間
數
儀
も
無
之
、
唯
獨
處

一
已
限
に
修
行
仕
候
儀
に
御
座
候
ば
、
古
來
よ
り
根
機
に
隨
ひ
、
右
樣
に
修
行
仕
候
類
も

間
々
有
之
候
、
而
新
法
之
事
に
も
無
之
、
異
流
と
申
す
儀
に
も
無
之
候
得
者
、
是
迄
の
通
り
修
行
仕
候
儀
も
不
苦
候
」

と
て
、
徳
本
の

(
17

)

安
心
起
行
共
に
純
正
で
あ
つ
て
、
新
法
又
は
異
流
と
稱
す

べ
き
謂
れ
な
き
所
以
を
明
瞭
に
し
た
。
か
く
の
如
き
疑
義
を
寺
祗
奉
行
に
抱

か
し
め
た
の
は
、
寛
文
五
年

(
一
六
六
五
)
諸
宗
に
發
布
せ
ら
れ
た
條
目
の
第

一
條
に
は
、
「諸
宗
法
式
不
レ
可
二
相
亂
一若
不
行
儀
之
輩

於
レ有
レ之
者
急
度
不
レ及
二沙
汰
一事
」
と
あ
り
、

又
同
年

の
下
知
状
の
第

一
は

「
僣
侶
之
衣
體
應
二共
分
際
一可
レ
着
レ之
、
並
佛
寺
作
善

之
儀
式
檀
越
雖
レ望
レ之
相
應
輕
可
レ仕
事
」

と
規
定
せ
ら
れ
、

宗
教
儀
式
及
び
作
法
の
嚴
守
、
又
は
分
限
に
相
應
す
る
法
衣
の
被
着
を

C
　
)

命
じ
た
も
の
で
あ
る
。

又
貞
享
三
年
寺
杜
奉
行
が
加
判
し
た
檜
上
寺
發
布
の
定
書
の
第
二
條
に
は
、

「檜
侶
衣
體
致
二
過
奢
一或
好
二
異

(
19
)

體
一不
レ
可
レ失
二宗
旨
之
風
儀
一事
」
と
あ
る
諸
條
項
に
抵
觸
す
る
や
の
容
疑
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

徳
本
は
山
居
獨
住
し
て
、
專
修
念
佛
勵
精

の
餘
り
必
然
的
に
異
體
と
な
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
徳
行
は
夙
に
世
に
喧
傅
せ
ら
れ
、

そ
の
江
戸
下
向
に
先
立
ち
寺
瓧
奉
行

の
注
意
を
喚
起
し
、
途
に
總
録
所

へ
の
下
向
ど
な

つ
た
。
し
か
し
檜
上
寺
か
ら
上
申
し
た
答
書

の

字
句
の
訂
正
に
よ
り
、
か
つ
て
の
寺
瓧
奉
行
の
異
安
心
の
容
疑
は
晴
れ
、
心
行
共
に
宗
門
の
歡
え
に
よ
る
こ
と
が
明
瞭
と
な
り
、
後
に

は
徳
川
治
濟
を
初
め
と
す
る
、
江
戸
幕
府
重
職
暦
の
歸
依
を
う
け
る
に
至
っ
た
。



四

淨
土
律
僭
中
普
寂
徳
門
、

二
十
八
歳
遁
世
の
志
を
起
し
、
父

の
信
奉
す
る
眞
宗
義
と
別
離
し
、
淨
土
宗
に
轉
屬

し
た
。
時
に
享
保
十

九
年

で
あ
る
。
初
め
八
事
山
興
正
寺
に
登
り
、
高
麟
に
つ
い
て
菩
薩
戒

・
盡
形
齋
戒
を
う
け
、
専
稱
佛
名
の
淨
業

は
晝
夜

い
さ
さ
か
も

懈
る
こ
と
が
な
か
つ
た
。
關
通
と
結
ば
れ
た
の
は
こ
の
時
代
で
あ
つ
て
、
三
河
の
義
灯
、
加
賀
の
慈
麟
に
つ
い
て
も
菩
薩
戒
を
重
受
し

て
い
る
。
普
寂

の
著
述
は
四
十
部
百
四
十
三
卷
あ
る
が
、
主
と
し
て
餘
乘
の
研
鑚
に
勢
力
を
傾
倒
し
、
宗
義
の
顯
揚
に
は
疎
遠
で
あ
る

と
の
誹
り
を
受
け
る
所
以
で
も
あ
る
。

『顯
揚
正
法
復
古
集
』
に
淨
土
宗

に
つ
い
て
五
科
を
分
か
ち
、

一
所
依
經
論
、

一ご
二
國
傳
持
、
三
辨
淨
土
、
四
往
生
行
因
、
五
制
教

立
宗
と
す
る
。
そ
の
中
第
四
往
生
の
行
因
は
安
心

・
起
行

・
作
業
で
あ

つ
て
、
更
に
安
心
中
總
安
心

・
別
安
心
に
分
け
、
別
安
心
と
は

齣
ち
三
心
是
れ
な
り
と
す
る
。
こ
の
三
心
の
義
は
善
導
の

『觀
經
散
善
義
』
に
悉
細
を

つ
く
す
の
で
、
此
書
に
よ

る
べ
き
こ
と
を
記
述

ク

ノ

ノ

シ

し
、
我
が
國
宗
義
宣
揚
の
碩
學
を
評
し
て
、

「寂
日
、
散
善
義

文
旨
幽
深
、
二
河
白
道

之
譬
、
妙
且
至
矣
、
後
代
僻
解
者
蓋
多

矣
、

豈
可
レ不
二歉
然
一哉
」
と
あ
つ
て
、
善
導

の
深
旨
を
把
握
せ
ぬ
僻
解
者
と
し
て
擯
斥
せ
ん
と
し
、

善
導

一
師
の
み

に
よ
り
、

そ
の
他
の

一
切
諸
師
の
読
を
排
除
せ
ん
と
す
る
口
吻
で
あ
る
。

ノ

ノ

ハ

ヨ
リ

ル
コ

テ

又

安

心

・
起

行

・
作

業

の
要

旨

を

説

き

絡

つ
て
、

「
寂
竊

謂

、

導

和

尚

其

解

行

之

粹

、

固

所

レ
無

レ
論

也

、

其

於

二
淨

土

法

一
、

ナ
ル

ナ
ル

パ

ム
ル

ス
ル

ノ

ニ
シ
テ

ノ

自

行

之

徹

困

也

、

化

他

之

懇

測

也

、

蓋

古

今

一
人

也

已

、

所

レ
憾

者

後

代

、

僻

二
執

此

師

之

言

句

一者

、

獪

如

一一

牛

毛

一、

而

ス
ル

ナ
リ

ヨ
リ

モ

ト

投
二契

此
師
之
實
義
一者
、
希
二
於
麟
角

一
矣
、
雖
二然

末
運
之
所
ザ
使
、
而
不
レ得
レ不
二
概
然
一也
」

と
論
評
し
、
善
導
の
實
義
に
契

合
す
る
者
は
、
末
代
の
時
代
相
の
當
さ
に
然
ら
し
む
る
と
こ
ろ
と
は
雖
も
、
そ
の
稀
有
な
る
こ
と
を
慨
歎
し
て
、
後
代
の
人
師
の
所
解

徳
川
時
代
に
お
け
る
浄
土
宗
信
仰
革
新
運
動

七



八

を
排
撃
し
て
い
る
が
、
こ
れ
破
邪
矯
弊

し
て
正
法
を
顯
揚
す
る
著
逋
目
的
よ
り
推
し
て
、
當
然

の
所
論
で
あ
る
。

又
起
行
に
っ
い
て
は
、

往
生
論
の
五
念
門
と
觀
經
散
善
義

の
五
種
正
行

に
依
準
し
て
は
い
る
が
、
し
か
し
普
寂
は
往
生
禮
讃
に
は
、
五
念
門
を
叙
し
起
行
と
す

る
が
、
往
生
論
は
奢
摩
他
毘
婆
舍
那
を
正
行
と
し
、
散
善
義
は
稱
名
を
正
定
業

と
し
、
禮
讃
は
文
殊
般
若
の

一
行
三
昧
を
引
き
、
觀
念

法
門
は
觀
佛
三
昧

と
念
佛
三
昧
を
明
し
て
い
る
の
で
、
此
等

の
法
は
す
べ
て
皆
願
生
淨
土
の
要
行

で
あ
る
と
肯
定
的
見
解
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
し
か
し

『選
擇
集
」
第
二
章
段
は
觀
經
疏
散
善
義

の
み
を
取
る
法
然
の
意
趣
と
反
す
る
も
の
が
あ
る
。
且
つ
普
寂
は

『
願

生
淨
土
義
」
に
、

「
五
種
正
行
を
立
給
ふ
所
詮
は
、
・19
を

一
境
に
注
め
て
雜
慮
を
制
止
し
、
速
に
往
業
成
辨
し
三
昧
發
得
せ
し
む
る
の

秘
術
な
り
。
こ
の
旨
に
よ
ら
ず
し
て
專
修
を
立
る
は
、
全
く
佛
祀
の
正
旨
に
あ
ら
ず
」
と
云

い
、

「專
修
の
要
旨

は
、
心
を

一
處
に
制

し
雜
慮
を
鎭
遏
す
る
に
あ
り
」
と
し
、
そ
の
所
制
伏
の
中
に
染
淨
あ
り
、
又
輕
重
の
別
が
あ
り
、
そ
の
染
の
中
に
お

い
て
惡
業
が
最
大

で
あ
り
、
煩
惱
そ
れ
に
次
ぎ
、
妄
念
雜
慮
は
最
も
輕
し
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
世
に
專
修
の
法
門
を
自
己
の
偏
侠
な
情
見
に

殉
死
せ
し
め
て
、
祀
師
の
正
意
を
隱
蔽
せ
ん
と
す
る
有
様
が
、
淨
土
宗
の
宗
義
史
の
事
實
で
あ
る
と
す
る
。
印
ち
普
寂
の
宗
學
の
中
核

を
な
す
思
想
は
、
善
導
以
後
の
諸
師
が
自
己
の
情
見
に
よ
つ
て
、
念
佛
の

一
法
を
偏
執
し
、
餘
法
餘
行
を
嫌
棄
し
、
又
更
ら
に
專
念
を

障
え
る
と
こ
ろ
の
重
煩
惱
や
麁
妄
念
を
制
止
す
る
心
を
起
さ
ず
、
世

の
五
欲

・
恩
愛

・
名
利
に
支
配
せ
ら
れ
る
ま

・
に
心
を
委
ね
て
顧

み
ず
と
、
痛
烈
な
攻
撃
の
鏡
鋒
を
突
刺
し
て
い
る
。
又
か
く
の
如
き
故
、
例
え
念
佛
し
て
も
世
間
的
心
が
支
配
者

で
あ
る
か
ら
、
不
至

心
虚
假
心
の
業

で
あ
つ
て
、
三
心
す
べ
て
眞
な
ら
ざ
る
故
、
專
修
の
實
義
は
存
在
す
る
道
理
な
く
、
祗
師
印
ち
善
導
の
建
立
す
る
專
修

と
は
、
そ
の
旨
天
淵
の
差
あ
り
と
斷
定
し
て
い
る
。
選
擇
集
第
二
章
段
は
、
禮
讃
の
念
々
相
續
、
畢
命
爲
期
を
以

て
專
修
と
理
解
し
、

私
釋
段
に
は

「彌
須
二捨
レ雜
修
F
專
、
豈
捨
二百
郎
百
生
專
修
正
行
ハ
堅
執
二千
中
無

一
雜
修
雜
行

一乎
」

と
あ
つ
て
、
散
善
義

に
読
く
正

定
業
の
百
削
百
生
の
稱
名
を
念
々
相
續
す
る
を
專
修
と
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
若
し
普
寂

の
論
旨
を
以
て
す
れ
ば
、
法
然
上
人
を



も
情
識
の
偏
執
者
の
部
類
に
屬
せ
し
め
ん
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

普
寂
と
同
時
代
の
大
我
は
、
祗
師
臨
末
の

一
枚
起
請
文
は
善
導
の
散
善
義
の

一
・39
專
念
と
異
語
同
意
で
あ

つ
て
、
要
は
稱
名
念
佛
と

方
法
を
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
樹
し
て
般
舟
經
は
諸
佛
現
前
三
昧
の
法
儀
を
説
け
る
も
の
で
、
稱
名
念
佛

の
法
則
を
明
す
も
の

で
な
い
か
ら
、
同
日
に
論
ず

べ
き
も
の
で
は
な
い
。
'又
小
經
の
執
持
名
號

一
心
不
亂
し
、
諸
想
を
止
息
す
る
と
云
う
意
味
で
は
な
い
。

メ

ラ

エ

フ
ル

齪
ち
執
持
名
號
と
は
觀
經

の

「令
ラ
聲
不
ワ絶

稱
二
南
無
阿
彌
陀
佛
こ

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
南
無
阿
陀
陀
佛

に
つ
い
て
玄
義
分

に
は
、

ト

チ

タ

レ

ト

チ

レ

ノ

テ

ノ

ヲ

ニ

ス

ヲ

「言
二
南
無

一者
印

是
歸
命
、
亦

是

發
願
廻
向
之
義
、
言
二阿
彌
陀
佛
一者
郎

是

其

行
以
二斯

義

一故

必

得
二往
生
こ

と
あ
る
。

こ
れ
願
行
具
足
の
妙
術
で
あ
る
こ
と
を
説
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
以
上
を
總
合
し
て
、

「
必
ず
稱
る
外
に
心
を
求

る
こ
と
勿
れ
、

一
心

不
亂
と
は
妄
念
を
簡
ふ
に
は
非
す
、

一
向
に
專
ら
南
無
阿
彌
陀
佛
と
稱
念
す
る
な
り
」
と
、
結
論
し
、
導
空
二
祀

一
轍
の
旨
を
明
し
て

論
駁
し
て
い
る
。

又
第
五
判
教
立
宗
の
第
二
明
宗
に
お

い
て
、

「古
師
並
依
二本
宗

一修
二
淨
土
法
一不
二
別
立
ジ案
、
至
一手

吉
水
一別
二
立

一
宗
一如
二
上
。已

述
ハ
然
立

與
二
不
立
一各
有
二道
理
こ

と
標
題
し
、

そ
の
古
徳
に
つ
い
て
聖
道
淨
土
の
こ
家
に
分
け
て
い
る
。
聖
道
門

の
古
徳
は
各
そ

の
宗
と
す
る
所
に
よ
つ
て
大
菩
提
を
求
め
、
た
だ
退
轉
を
懼
れ
る
が
た
め
に
、
淨
土
に
生
れ
速
か
に
不
退
を
得
ん
と
す
る
も
の
の
み
が
、

淨
土
法
を
修
す
る
の
で
あ
る
。
淨
土
門
の
古
徳
は
慧
遠

・
曇
彎
∵

迦
才

・
道
綽

・
善
導
等
で
あ

つ
て
、
こ
れ
ら
の
諸
師
は
皆
絶
對
李
等

な
る
宇
宙
印
ち

一
眞
法
界
を
以
て
宗
極
と
し
、
二
諦
を
以
て
所
依
と
な
し
、
奢
摩
他
毘
婆
舍
那
を
以
て
觀
行
と
し
、
生
淨
土
入
正
定
聚

を
以
て
近
果
と
な
し
、
無
上
菩
提
を
遠
果
と
す
る
。
故
に
そ
の
宗
致
に
お
い
て
は
兩
家
共
に
同

一
で
あ
る
と
古
徳

の
行
修
に
少
異
あ
る

の
み
で

一
宗
別
立
の
必
要
な
し
と
す
る
。

か
く
の
如
き
見
解
に
立
脚
す
る
普
寂
は
、

法
然
の
淨
土
開
宗
に
つ
い
て
、

「吉
水
之
所
三
以

別
二
立
此
宗

一者
蓋
斯
攝
二
化
濁
世
最
難
化
衆
生
一之
秘
術
耳
」
と
剿
定
し
て
い
る
。
こ
れ
先
き
に
舉
げ
た
淨
土
宗
の
古
徳
の
如
く

一
宗
を

徳
川
時
代
に
お
け
る
浄
土
宗
信
仰
革
新
運
動

九



一
〇

別
立
せ
ず
し
て
、
法
然
の
場
合
本
來
の
天
台
を
宗
と
し
て
然
る
べ
き
で
あ
る
が
、
特
に
別
立
し
た
の
は
攝
化

の
秘
術
と
し
て
で
あ
る
。

し
か
る
に

「後
學
深
崇
二
租
師
ハ
而
氷
二炭
乎
祗
意
一者
、
蓋
多
矣
可
レ察
」
と
述

べ
て
、
こ
れ
祀
意
の
把
捉
に
欠
け

る
と
こ
ろ
が
あ
つ
て
、

後
人
は
徒
ら
に
祀
師
の
言
句
の
枝
末
に
僻
執
し
、
精
祚
の
根
元
を
歪
曲
轉
訛
せ
し
め
た
も
の
で
あ
る
と
な
し
た
。

以
上
に
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
普
寂
は
善
導
の
淨
土
法
を
僻
解
し
た
も
の
が
法
然
で
あ
の
、
法
然
の
精
聯

を
歪
曲
し
た
も
の
が
、

ノ

そ
の
後

の
列
祀
歴
代

の
碩
徳
で
あ
る
と
決
斷
し
、
善
導
の
解
行
の
粹
の
み
が
唯

一
絶
封
で
あ
る
と
し
た
理
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

か
く
の
如
く
宗
義
を
大
成
し
、

一
宗
を
開
創
し
た
租
意
は
後
代
の
傳
持
者
に
よ
り
轉
訛
せ
ら
れ
、
益
々
變
態
を
き
た
し
た
と
の
見
解

ノ

ク

ス

フ
ニ

ス
ル

は
、
諸
宗

の
教
學
に
つ
い
て
も
同
様

で
あ
つ
て
、

『復
古
集
」
に

「六
宗

法
義
高
遠
廣
大
豈
可
二輙

辨
一乎

顧

古
來
論
二
八
宗
十

タ

リ

ツ

ノ

を

ノ

カ

テ

ソ
ニ

ソ
カ

シ
テ

カ
ラ

宗

一之
説
甚

爲
二拙
陋
一且

後

之
傳
持
交

生
二變
態
ハ
本
宗

之
眞
爲
レ此

麋
剥
、
置
レ之
不
レ
辨
則
途

乃
使
三
佛
祀
正
旨
泯
絶

直
レ

得
二復
見
こ

と
あ
る
の
が
、
そ
の
各
宗
教
理
研
究

の
基
礎
的
な
批
評
精
神
で
あ
つ
て
、
凡
そ
宗
義
の
不
變
性
と
進
展
性
の
二
面
中
、
宗

教
と
背
景
史
的
文
化
、
肚
會
と
宗
義

の
交
渉
蓮
關
を
顧
慮
せ
ず
、
宗
義
を
沒
進
展
性

の
枯
死
固
形
化
し
た
も
の
と
解
し
た
も
の
で
、
宗

義

の
不
變
性

の

一
面

の
み
が
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
普
寂

の
淨
土
宗
學
に
對
す
る
批
評
は
、
彼
と
同
時
代

の
大
我
に
よ
つ
て
火
箭
が
放
た
れ
た
。
部
ち

『遊
芝
談
』
及
び

『續
芝
談
』

を
著
わ
し
て
、
排
撃

の
論
陣
甚
だ
苛
酷
な
も
の
が
あ
る
。

『遊
芝
談
』

の
梗
概
に
つ
い
て
、
彼
自
ら
續
芝
談
に
次

ぎ
の
如
く
述
べ
て
い

る
。
「
第

一
二
淨
土
ヲ
變
化
ト
シ
、
淨
經
ヲ
絡
教
ト
シ
、
念
佛
ヲ
淺
廉
ト
シ
、
往
生
ヲ
難
シ
レ得
ト
ス
ル
コ
ト
。
第

ニ
ニ
圓
頓
菩
薩
戒

ノ

血
脈
ヲ
抱
ナ
カ
ラ
無
戒
ト
思
ヒ
、
藏
漸
聲
.聞
戒
ヲ
受
テ
有
戒
ト
思

フ
コ
ト
。
第
三

二
愚
推
憶
談

ノ
邪
義

ヲ
信
受

シ
テ
、
宗
流
兩
組
ノ
相

傳
ノ
正
義
ヲ
疑
謗

ス
ル
コ
ト
。
第
四

二
異
見
邪
釋
ヲ
褒
進
シ
テ
、
三
大
上
人
及

ヒ
了
譽
上
人
ノ
正
判
ヲ
貶
退
ス
ル
コ
ト
。
第
五

二
持
齋

シ
テ
念
佛

ス
ル
ヲ
如
法
修
行
ト
シ
、
唱

一
向

二
念
佛
ス
ル
ヲ
不
如
法
ト
ス
ル
コ
ト
。
第
六

二
芝
山
ノ
所
化
オ
ホ
ク
普
寂
力
僻
見
ヲ
習
テ
、



歸
國
シ
傳
論
シ
、
聽
衆
ヲ
シ
テ
心
行

ヲ
僻
越
サ
セ
シ
ム
ル
コ
ト
。
第
七

二
芝
山

ニ
テ
普
寂
力
講
釋

ス
レ
ハ
、
大

衆
オ
ホ
ク
異
見
別
解
ノ

爲

二
破
壞

セ
ラ
ル
ル
コ
ト
。
第
八

二
芝
山
ノ
月
席
學
頭

マ
テ
、
普
寂
ヲ
講
師
ト
シ
テ
座
下

二
銓
伏

ス
レ
ハ
、
文
盲
愚
昧
ア
ラ
ハ
レ
テ
・

他
人
ノ
笑
具
ト
ナ
ル
コ
ト
。
第
九

二
普
寂
力
邪
説
ヲ
信
受
シ
テ
、
法
華
ノ
妙
義
ナ
ル
性
具
善
惡
ヲ
妄
談
ト
イ

ヘ
ハ
、
唯
除
誹
謗
正
法
ノ

中

へ
入
ル
コ
ト
。
第
十
二
芝
山

二
許
シ
テ
普
寂
ヲ
置

ハ
、
天
下
ノ
淨
侶
ミ
ナ
邪
義
ヲ
習
テ
、
眞
宗
變
シ
テ
邪
宗
ト

ナ
ル
ヘ
キ

コ
ト
」

の

十
條
に
要
約
し
、
淨
家
の
大
事
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
廣
く
世
に
訴
え
て
檀
林
教
學
の
権
威
を
固
守
せ
ん
と
す
る
目
的
で
あ
る
。
十
條
中

第
九
は
天
台
の
性
惡
読
に
對
す
る
普
寂
の
読
を
駁
論
せ
る
も
の
で
、
別
に

『
性
惡
論
」
と
題
す
る
書
を
著
わ
し

て
い
る
。
他
は
思
想
と

行
動
に
關
す
も
の
に
大
別
せ
ら
れ
る
が
、
特
に
檀
林
修
學
の
閲
歴
を
持
た
ぬ
普
寂
、
眞
宗
か
ら
淨
土
宗
に
轉
屡
し
た
前
壓
の
持
主
の
普

寂
に
封
し
て
は
、
感
情
的
に
ま
で
流
れ
た
る
き
ら
い
な
し
と
せ
な
い
。
第
四
條
に

「異
見
邪
釋
ヲ
褒
進
シ
テ
、
三
大
上
人
及
ヒ
了
譽
上

人
ノ
正
判
ヲ
貶
退
ス
ル
コ
ト
」
と
、
第
三
條
に

「
愚
推
憶
談
ノ
邪
義
ヲ
信
受
シ
テ
、
宗
流
兩
祗
ノ
相
傳
ノ
正
義
ヲ
疑
謗

ス
ル
コ
ト
」
の

二
條
は
、
宗
祗
を
始
め
、
聖
光
、
良
忠
及
び
聖
冏
等
の
諸
師
の
宗
學
の
正
鵠
を
把
握
せ
ぬ
偏
狹
を
指
摘

せ
る
普
寂
批
判
で
あ
る
が
、
普

寂
自
身
も
相
當
な
世
論
の
反
鑿
を
豫
想
し
て
、
法
然
の
淨
土
開
宗
は
極
悪
難
化
の
衆
生
を
攝
化
す
る
方
便
で
あ

つ
て
、
生
涯
の
現
生
奇

瑞
は
三
昧
發
得
記
に
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
故
に

「豈
可
下
若
人
、
而
困
三
天
台
教
觀
之
難
二學
習
ハ
退
棄
二所
宗
ハ
而
入
中
淨
土
教
上

乎
。
其
之
別
立
一二

宗

一之
由
、
粲
二
乎
詛
文
ハ
寂
久
領
レ之
、
而
將
二
論
著

一之
則
、
恐
牴
二牾
子
時
ハ
黙
而
置
之
則
、
亦
慮
途
使
三
祗
師
、

彷
二彿
乎
三
家
村
裏
之
翁
婆
ハ
吉
水
之
法
流
壅
閼
、

不
レ
行
二於
世
也
一乎
、

雖
レ非
レ無
レ慮
ご周
舎
之
鄂
鄂
ハ
亦
不
レ
忽
レ委
二
隨
於
衆
人
之

唯
唯
ハ

進
退
維
谷
舐
レ擔
而
己
」

あ
つ
て
、
見
解

の
開
陳
は
時
流
に
牴
牾
す
る
こ
と
が
十
分
に
憂
慮
せ
ら
れ
て
い
る
。
第
二
條
は
圓
頓

菩
薩

の
大
戒
を
相
承
し
乍
ら
、
無
戒
と
し
て
聲
聞
戒
を
重
受
す
る
を
ぼ
有
戒
と
な
す
こ
と
を
攻
撃
し
て
い
る
が
、

こ
れ
彼

の
律
僭
と
し

て
當
然
主
張
せ
ら
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
又
第

一
の

「淨
土
ヲ
變
化
ト
シ
、
淨
經
ヲ
終
教
ト
シ
、
「
念
佛
ヲ
淺
麁
ト
シ
往
生
ヲ
難
シ
レ得

徳
川
時
代
に
お
け
る
浄
土
宗
信
仰
革
新
運
動

、

一
一



=

一

テ

ヲ

ク

ハ

ノ

ハ

ス

ヲ

シ

ノ

ト

ス
ル
」

に

つ
い

て

は
、

『
遊

芝
談

』

に

「
普
寂

勸

レ
徒

日

念

佛

利

二
劣

機

一
淺

麁
如

二
乳

酪

一修

禪

利

二
勝
機

一深

妙

如

二
醍

醐

二

と

か
、

ス
ル

ヲ

ノ

シ
テ

ヲ

ク

ノ

ハ

ヲ

ト

「信
tl
普
寂

一者

制
二
淨
經
一
日

此

經

以
二厭
穢
欣
淨
一爲
レ宗

此
乃
絡
教
也
云
云
」
と
あ
る
こ
と
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
必
ず
し
も

以
上
の
十
條
に
、
『遊
芝
談
」
の
内
容
が
要
約
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
な
く
、

そ
の
後
附
加
せ
ら
れ
た
要
素
も
存
在
す
る
こ
と
が
對
比
す

、

る
こ
と
に
よ
つ
て
知
ら
れ
る
。

五

以
上
近
世
淨
土
宗

に
お
け
る
淨
土
宗
信
仰
、
特

に
實
踐
面
に
お
け
る
革
新
派

の
二
代
表
に
つ
い
て
述
べ
た
の
で
あ
る
。
か
の
如
き
蓮

動
が
擡
頭
す
る
原
因
と
し
て
は
、
辻
善
之
助
氏
の
封
建
制
度
の
確
立
に
件
い
、
宗
教
界
も
そ
の
型
に
蔽
り
、
耶
蘇
教
禁
制
對
策
と
し
て

の
檀
家
制
度
の
設
定
に
よ
る
佛
數
界
の
形
式
化
、
及
び
本
末
制
度
と
階
級
制
度
に
よ
り
佛
教
は

一
層
形
式
化
し
、
卒
民
的
に
起
つ
た
宗

派
も
、
階
級
觀
念
に
囚
れ
た
僣
侶
は
盆
々
貴
族
化
し
、
佛
教
は
麻
痺
状
態
に
陷
り
、
僭
侶
は
惰
性
に
よ
り
辛
じ
て
祗
會
的
地
位
を
保
つ

(
20

)

こ
と
が
出
來
た
と
弊
風
を
詳
述
し
て
い
る
。
か
か
る
教
界
の
弊
風
に
染
ん
だ
淨
土
宗
團
内
に
お
い
て
は
、
心
あ
る
も
の
の
顰
蹙
す
る
と

こ
ろ
と
な
り
、
體
質
改
善
の
蓮
動
が
起
つ
た
。
大
島
泰
信
氏
は

「宗
祗
の
高
風
を
悄
悦
し
之
を
再
現
せ
ん
と
企
て
、
他
方
に
は
佛
陀
の

(21

)

清
律
を
敬
慕
し
て
之
を
復
興
せ
ん
と
試
む
る
者
」

の
二
派
、
所
謂
捨
世
派
と
興
律
派
と
を
擧
げ
て
い
る
。
こ
れ
が
徳
川
氏
の
佛
教
保
護

の
代
償
と
し
て
、
自
由
な
進
展
を
阻
止
せ
ら
れ
て
い
る
教
團
は
、
經
文
釋
義
に
違

つ
て
新
義
を
立

つ
る
こ
と
の
禁
斷
は
元
和
條
目
の
鐵

則
で
あ
り
、
檀
林
修
學
の
階
程
に
よ
る
所
化
の
特
典
は
淨
土
修
學
十
五
年
に
及
ん
で
兩
脈
傳
授
、
二
十
年
に
滿
ち
て
璽
書
は
許
可
せ
ら

れ
た
。
か
く
の
如
く
に
し
て
稽
古
二
十
年
を
滿
足
し
て
正
上
人
の
綸
旨
頂
戴
が
規
定
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
眞
肇
な
る
宗
侶
に
開
か
れ

て
い
る
の
は
行
業
に
よ
る
進
路
の
み
で
あ
る
。



元

和

條

目

に

よ

る
淨

土

宗

門

統

制

策

は
、

宗

學

の
進

展

を

も

阻

止

し
、

檀

林

教

學

一
偏

倒

の
學

制

々
度

は
、

當

時

の

一
般

學

界

の
風

潮

を

も

受

け

、

徒

ら

に
訓

話

の
煩

瑣

に
流

れ

る
を

得

な

か

つ
た

。

か
か

る
傾

向

に
對

決

す

る

も

の

が
捨

世

派

で
あ

り
、

興

律

派

で
あ

る
。

眞

理

探

求

に
お

い

て
學

問

の
自

由

を

奪

わ

れ

て

い
る
檀

林

修

學

に
絶

望

感

を

抱

く

も

の

が
、

實

踐

行

道

的

に

こ

れ
を

把

握

せ

ん

と
す

る

途

を

選

ん

だ

の

が
捨

世

派

で
あ

る
。

興

律

派

の
學

僣

は
廣

く

佛

教

學

研

究

の
覗

野

に
お

い
て
、

淨

土

宗

學

を

再

檢

討

し
、

柤

林

教

學

の

圏

外

に
あ

つ
て
自

由

研

究

の
立

場

に
お

い
て
、

宗

義

祀

意

の
把

握

に
專

念

し

た

も

の

と

云
う

こ

と

が
出

來

る
。

從

つ
て
柤

林

教

學

固

守

の

立
場

に
あ

る
所

謂

主

流

派

と

し

て

は
、

實

踐

行

道

派

に

は
畏

敬

的

態

度

を

以

て
望

ま

ざ

る

を
得

な

か

つ
た

が
、

自

由

學

派

に

は
權

威

を

主

張

せ
ざ

る

を
得

な

い
破

目

に
あ

つ
た
。

し

か

し
兩

者

共

に
そ

の
峻

嚴

な

る
行

持

は
、

徳

川

政

權

の
保

護

と
因

襲

の
上

に
立

つ
淨

土

宗

團

を

し

て
、

宗

教

的

生

命

感

を

賦

與

し

た
行

蹟

は
宗

史

上

沒

す

る

こ

と

が
出

來

な

い
。

置

(1
)

淨
全

一
八

・
四
八
〇

(2
)

淨
全

一
八

・
一
八
八

(3

)

「
稱
念
上
人
行

状
記
」

卷
下

(淨
全

一
七

・
六
七
八
)

(4
)

「
獅
谷
白
蓮
瓧
忍
澂
和
尚
行
業
記
」
卷
上

(淨
全

一
八

・
四
)

(5
)

浄
全

八

。
二
九
、
又

「
わ
れ
性
と
し
て
財
欲
ふ
か
し
、
若
世
上
に
ま
じ
ら

ひ
、
此
身
を
立
ん
と
思

は
"
、
事
に
ふ
れ
て
、

心
中

の
唏
望
た
ゆ

る

こ
と
あ

る

べ
か
ら
ず
、
ひ
た
す
ら
俗
念

の
み
深
く

て
、

心
行
は
日
夜

に
疎

か
に
な
り
も
て
ゆ
か
ん
は

一
定
な
り
、

し
か
じ
非
人
法
師

の
身

と
な

り
て
、
稱
名

の
數
遍
を
策
ま
ん
に
は
と
、
か
く
年
ご
ろ
思
ひ
め
ぐ
ら

し
て
、
永
く
此
世
を
栓
侍
り
る
な
り
」
と
の
述

壞
あ
り

(同
上

二
六
)

(6
)

拙
稿

「
淨
土
宗
捨
世
派

の
自
律
性
と
肚
會
性
」

(佛
教
大
學
研
究
紀
要
第
三
十
五
號

)

(7
)

「
關
逋
和
尚
行
業
記
」

卷
中

(淨
全

一
八

・
一
一
三
八
～
三
九
)

(8

)

同

上

卷
下

(淨
全

一
八

・
二
五
八
)

「
摘
本
華
」

(
同
上

二
八

二
)
、

「普
寂
徳
門
和
上
傅
」

(願
生
淨
土
義
付
録
七
頁
)

徳
川
時
代
に
お
け
る
浄
土
宗
信
仰
革
新
運
動

一
三



一
四

(9
)

「
強
誓
上
人
繪
詞
傳
」

(淨
全

一
八
・
六
八
六
・
六
八
九

・
六
九
六
)

(10
)

「城
州
大
原
山
沙
門
澄
禪
傳
」

(略
傳
集
、
淨
全
一
八
・
四
七
四
～
七
五
)

(11
)

「徳
本
行
者
傳
」
卷
上

(淨
全

一
八
・
三
八
二
)

(12
)

「同

上
」
卷
中

(淨
全
一
八
・
四
〇
〇
)

(13
)

「同

上
」
卷
中

(淨
全

一
八
・
四
〇

一
)

(14
)

(口
上
書
の
内
容
)

一
、
當
山
鸞
州
同
庵
徳
本
儀
紀
州
日
高
郡
志
賀
谷
久
志
村
出
生
に
而
同
郡
轡
村
往
生
寺
摩
持
大
圓
弟
子
に
御
座
候
處
年
來

日
光
山
に
拜
參
並
に
宗
法
相
承
仕
り
度
志
願
罷
在
候
に
付

去
亥
十
二
月
初
旬
京
地
出
立
仕
同
月
二
十
五
日
當
山
に
下
着
仕
候

鸞
州
儀
先
年

徳
本
に
隨
身
仕
罷
在
候
縁
を
以
て
鸞
州
寮
に
下
着
仕
り
候

右
徳
本
儀
幼
名
三
之
丞
と
申
し

後
重
助
と
申
し
候
簪
暦
八
寅
年
出
生
仕
當
干
年
四
十
七
歳
に
罷
成
候

父
者
三
太
夫
と
申
し
代
々
右
久
志
村

の
農
家
に
御
座
候

然
る
處
四
歳
の
節
隣
家
の
子
供
病
に
て
死
去
仕
候
を
見

父
母
に
相
尋
ね
申
候
者
誰
人
に
て
も
如
此
急
死
候
事
有
之
哉
と

申
し
候
に
付

母
の
答
に
老
少
不
定
之
世
誰
入
に
て
も
難
頼
侖
の
よ
し
申
聞
け
候
に
付

幼
年
の
心
中
に
何
と
な
く
身
の
頼
み
が
た
き
事
を
存

じ

唯
今
に
て
も
相
果
て
申
候
者
後
世
如
何
成
所
に
生
じ
如
何
な
る
事
相
成
可
申
哉
と
後
世
を
恐
れ
候

心
切
而
起
候
而
念
佛
相
唱
申
候

其

後
九
歳
の
時
出
家
剃
髪
仕
り
度
段
相
願
候
處

父
母
許
容
不
仕
候
に
付

延
引
仕
居
候
處

段
々
成
長
仕
候
而
者
家
業
隙
も
な
く
御
座
候
に
付

十
八
歳
の
時
よ
り
夜
分
大
方
は
横
に
寫
た
事
無
之
唯
ロハ座
し
な
が
ら
相
眠
候
計
に
て
未
明
よ
り
禮
拜
念
佛
仕
候

尤
書
ほ
田
畑
に
出

農
業
仕

な
が
ら
常
に
念
佛
唱
え

月
々
農
業
の
隙
有
之
候
節
者
同
郡
大
瀧
川
村
、淨
土
宗
月
正
寺
ど
申
し
候
に
罷
越
七
日
程
宛
引
籠
り

別
時
念
佛
仕
候

天
明
四
年
辰
年
二
十
七
歳
の
時
亦
々
出
家
剃
髪
仕
度
段
相
願
候
處
父
母
許
容
仕
候
に
付

(父
者
九
年
以
前
に
死
亡
仕
候
)
因
同
年
六
月
中
同
國

日
高
郡
讐
村
往
生
寺
淨
土
宗
鑑
西
派
住
持
大
圓
弟
子
に
罷
成
出
家
剃
髪
仕

因
て
名
徳
本
と
申
し
候

右
寺
に
罷
在
候
節
も
同
郡
大
瀧
川
月
正

寺
に
引
籠
り
三
十
日
の
間

一
日
に
蕎
麦
壹
合
宛
食
に
仕

食
時
の
外
不
坐
而
立
常
高
立
膣
念
佛
勤
修
仕
居
事
も
御
座
候

然
る
處
往
生
寺
に
當

在
候
而
者
世
事
も
御
座
候
而
心
儘
に
念
佛
修
行
難
仕

依
て
響
年
同
郡
千
津
川
村
の
小
邊
に
二
疊
勲
程
の
小
庵
舗
理
候

而
髑
夜
不
別
夜
不
別

裸
身
の
上
に
麻
七
條
の
袈
裟
斗
り
着
用
仕

一
日
の
食
事
者
蠶
豆
之
粉
壹
合
宛

殊
に
獨
佳
の
儀
に
御
座
候
得
ぼ
除
髪
も
不
仕
、
其
儘
に
て
念
佛

修
行
仕
候

衣
食
を
省
き
候
者

諸
人
の
供
養
仕
候
を
愼
み
、
又
ば
衣
食
に
付
世
務
の
多
を
厭
ひ
、
且
者
飲
食
暖
衣
睡
眠
懈
怠
を
防
ぐ
心
組
み

に
御
座
候
夜
八
時
よ
り
草
庵
前
の
谷
川
に
下
り
暑
寒
く
と
も
水
垢
離
仕
其
儘
石
上
に
相
立

廣
懴
悔
の
文
を
相
と
な
へ
夫
よ
り
庵
に
罷
歸
候

而
者
念
佛
禮
拜
苦
修
練
行
仕
候

右
禮
拜
の
數
日
別
三
千
禮
所
入
五
千
七
千
一
万
程
宛
仕
候
右
庵
に
佳
居
仕
候
事
凡
そ
七
年
許
に
御
座
候

三



十
四
歳
の
冬
同
郡
萩
原
村
に
小
庵
相
舗
理
念
佛
修
行
仕
候
事
三
年
の
内
繩
床
腰
掛
疉
夜
不
臥
候
而
罷
在
候
同
國
海
士
郡
塩
津
の
山
に
小
庵
鋪
理

念
佛
禮
拜
修
行
仕
候
事
二
年

此
節
よ
り
裸
砥
.支
裾
の
上
袈
裟
着
用
仕
候

三
十
七
歳
の
冬
同
國
有
田
郡
須
ケ
谷
村
の
山
の
牟
腹
巌
石
に
差
掛

候
而
翌
年
七
月
迄
念
佛
修
行
仕
候

此
後
攝
州
茨
律
吉
の
上
に
庵
室
相
細
理
念
佛
修
行
仕
候
事
凡
三
年

寛
政
十
三
年
申
年
八
月
紀
州
燦
よ
り

歸
國
候
聴
、御
内
沙
汰
に
付

同
月
歸
國
仕
候
處

須
ケ
谷
村
山
上
に
庵
室
御
建
被
成
候

右
庵
室
に
て
翌
酉
年
十
月
ま
で
念
佛
修
行
仕
候

夫

よ
り
攝
州
勝
尾
山
山
上
に
て
念
佛
行
仕
候
事
去
亥
年
迄
三
年

同
年
九
月
よ
り
十

一
月
迄
京
都
東
山
如
意
堂
に
て
念
佛
修
行
仕
罷
仕
候
處

長

髮
に
て
者
異
形
に
御
座
候
故

京
獅
子
谷
法
然
院
に
て
除
髮
仕

単
衣
の
上
に
袈
裟
着
用
仕
候

而
去
十
二
月
四
日
京
地
出
立
下
向
仕

則
當

山
に
入
寺
掛
錫
仕
候
段
寮
主
彎
州
相
答
候
間
此
段
御
尋
に
付
委
細
申
上
候

以
上

子
三
月
三
日

傳
逋
院

役
者

(大
阪
高
橋
榮
治
家
文
書
)

(15
)

徳
本
の
覺
書

「拙
曾
儀
前
來
の
修
行
の
始
末
異
體
の
趣
御
奉
行
所
御
沙
汰
に
付

被
召
書
通
途
に
異
り
候
修
行
の
致
方
心
得
の
處
御
尋
御
座
候

此
段
初
の
程
被
髮
に
罷
在
儀
者

山
林
の
小
庵
に
獨
倖
仕
除
髪
自
由
に
難
仕
候
故
長
髪
の
儘
罷
在
尤
唯
今
者
除
髣
仕
候

五
穀
を
斷
候
儀
布
施

を
多
く
受
け
候

而
者
當
末
世
の
爲
め
に
不
覺
と
相
愼
且
者
養
を
用
候
得
者
睡
眠
懈
怠
を
催
し

修
行
の
障
に
御
座
候

蕕
又
五
穀
を
調
へ
候

者
種
々
煩
疑
御
座
候
故
唯
修
行
の
便
利
宜
爲
め
に
五
穀
を
斷
居
申
候

木
食
を
修
行
に
者
不
仕
候

初
の
程
裸
形
に
袈
裟
斗
着
仕
候
儀

(尤
唯

今
は
う
す
き
も
の
の
上
に
衣
袈
裟
着
用
仕
候
)
右
同
檬
の
心
得
に
而
信
施
を
愼
み
睡
眠
懈
怠
を
慮
り
煩
勲
儀
を
省
き
專
念
佛
勤
度
者
に
御
座
候

扱
又
世
間
に
交
り
候
而
者
念
佛
修
行
不
任
心
候
故

人
家
を
離
れ

山
林
に
計
り
住
居
仕
候
所
修
行
之
法
者
宗
舐
園
光
大
師
の
一
枚
起
請
文
而

依
而
念
佛
相
勤
候
儀
に
御
座
候

此
外
に
別
の
心
得
者
無
御
座
候

右
依
御
尋
申
上
候
」

文
化
元
子
年
四
月

傳
逋
院
内
鸞
州
同
庵
徳
本

花
押

(同
上
)

(16
)

「文
化
元
子
年
四
月
松
李
右
京
亮
殿
よ
り
先
逹
而
御
達
し
の
逋
り

徳
本
呼
出
篤
と
相
糺
祐
海
持
參
書
付
左
之
逋
り
」
と
あ
る

「覺
」
に

コ

徳
本
儀
前
來
修
行
の
始
末
異
體
に
付
當
人
篤
と
相
糺
申
上
候
機
被

仰
渡
候
依
而
當
人
委
細
承
糺
仕
候
處
別
紙
の
通
り
申
丗
候

逋
淦
の
行
歌

に
は
異
候
へ
共
上
根
別
途
之
行
状
又
而
獨
處
己
限
の
擧
動
自
行
策
勵
の
爲
に
苦
修
忍
行
仕
候
儀
者
其
人
の
意
樂
に
任
せ
候
事
勿
論
の
儀
に
御
座

候
閥
宗
法
に
異
候
筋
に
て
者
無
御
座
候

此
段
申
上
候
」

子
四
月

'

増
上
寺
役
者

(同
上
)

(71
)

修
正
再
提
出
の
「覺
」
の
全
文
。

コ

徳
本
儀
前
來
修
行
の
始
末
當
人
へ
讐

相
糺
可
申
上
旨
御
達
御
座
候
依
之
當
人
馨

委
細
承
り
糺
候
處

別
紙
の
通
申
答
右
之
趣
に
候
得
者

唯
自
行
策
勵
の
爲
め
に
寢
食
を
省
き
苦
修
惡
行
仕
候
に
て
安
心
者
矢
張
宗
門
の
歡
を
守
り
專
修
念
佛
を
正

徳
川
時
代
に
お
け
る
浄
土
宗
修
仰
革
新
運
動

{
五



一
六

修

と
致
し

其
助
業
禮
拜
懴
悔
仕
候
儀
に
御

座
候

勿
論
淨
土
宗
下
根

の
化
盆
を
本
意
に
仕
候
故

元
よ
り
苦
修
を
勤
候
者
不
仕
候
之
共

併

し
其
人

の
氣
根
に
隨

ひ
意
樂
に
依
り
自
行
策
勵

の
爲
め
自
分

一
己
限
り
に
仕
候
儀
者
不
苦
候

左
候
得
者
徳
本
儀
上
根

の
行
者

に
て
自
行
策
勵

し

爲

に
計
り
全
く
自
行

の
通
り
を
他

に
勸
誘
し
不
仕

勿
論
勸
化

ケ
間
歎
儀
も
無
之
唯
獨
處

一
己
限
に
修
行
仕
候
儀

に
御
座
候
ば
古
來
よ
り

根
氣
に
隨
ひ
右
様
に
修
行
仕
候
類
も
間
々
有
之
候

而
新
法
之
事

に
も
無
之
異
流
と
申

す
儀

に
も
無
之
候
得
者

是

迄

の
通
り
修
行
仕
候
儀
不

苦
候

此
段
方
丈

へ
被
申
聞
候
趣
を
以
て
申

上
候

以
上

五
月

増
上
寺

(同
上
)

(18
)

淨
全

二
〇

・
五

七
九
～

五
八
〇

(19
)

同

上

・
五
八
四

(20
)

「
日
本
佛

敬
史
」
卷

一
〇

・
四
九
三

(H2
)

淨
全

二
〇

・
六

一
〇


